
平成３０年５月 1８日 

 

文教大学越谷校舎学生 各位 

 

文教大学越谷校舎  

学生課 

課外活動振興援助金の申請について 
 

平成３０年度課外活動振興援助金の出願を受け付けます。この援助金は、越谷校舎の学友会に登録してい

る団体（体育会所属団体・文化会所属団体・届出団体）が、団体の学生主体で社会的に意義のある活動や、

新しい活動を計画している場合に、その実現を支援することを目的として、父母と教職員の会の予算から出

資されるものです。 

本援助金の出願を希望する場合は、下記および別途要項に従って申請書類を提出してください。 

 

記 

 

出願資格 

学友会に所属する団体であって、下記のいずれかにあてはまるもの。 

【第１種】 

社会貢献、地域交流等を目的とした活動を計画しており、本援助金を支給することでさら 

に高い結果が期待できるもの 

【第２種】 

従来の活動に加え、新たな活動を計画しており、本援助金を支給することでさらに高い結 

果が期待できるもの 

【第３種】 

既に一定の実績を残している団体で、活動の充実のため、備品の購入が必要なもの（消耗 

品不可、現物支給） 

出願方法 

出願種別によって、提出書類が異なります。 

≪出願時に提出するもの≫ 

 第１種 第２種 第３種 

申請書【様式１】 ○ ○ ― 

申請書【様式２（第３種専用）】 ― ― ○ 

活動予算計画書【様式３】 ○ ― ― 

その他、各団体が必要と考える資料 任意 任意 任意 

≪活動終了後に提出するもの≫ 

 第１種 第２種 第３種 

活動結果報告書【様式４】 ○ ○ ― 
収支報告書【様式５】 ○ ○ ― 
領収書等 ○ ○ ― 
その他、各団体が必要と考える資料 任意 任意 ― 

 



学生課にて出願希望種別を申し出て、提出書類を受け取ってください。書類に必要事項を

記入の上、学生課に提出してください。 

申請書類の審査及び面接審査に基づき、支給額等を査定します（支給予定日：7 月下旬）。 

 

※全ての申請が認められ、必ず援助金の支給が受けられるものではありません。 

出願受付期間 平成３０年５月２４日(木)～６月２日(土) 11：30 まで ※期間厳守 

出願窓口 学生課 課外活動担当（窓口左側） 

備考 申請書類は学生課窓口で配布します。 

 

以上 

 


